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港 区 平 和 都 市 宣 言  

 

 かけがえのない美しい地球を守り、世界の恒久平和 

を願う人びとの心は一つであり、いつまでも変わるこ 

とはありません。 

 私たちも真の平和を望みながら、文化や伝統を守り、 

生きがいに満ちたまちづくりに努めています。 

 このふれあいのある郷土、美しい大地をこれから生 

まれ育つこどもたちに伝えることは私たちの務めです。 

 私たちは、我が国が『非核三原則』を堅持すること 

を求めるとともに、ここに広く核兵器の廃絶を訴え、 

心から平和の願いをこめて港区が平和都市であること 

を宣言します。 

 

  昭和６０年８月１５日 

 

港  区



 

［区長写真］   ～「だれもが安心して住み・働き続けられる

災害に強い街づくり」の実現に向けて～ 

 

港区長 

ご 挨 拶 

区は、阪神・淡路大震災を契機とし平成 10 年に港区防災街づくり整備指針を策定

し、これまで災害に強い街づくりに取り組んでまいりました。  

指針策定から 10 年以上が経過し、近年の頻発する都市型水害への対策や開発事業

等による街の進展に合わせた防災対策を指針に反映する必要があることから、平成 22

年度から指針改定の検討に着手してまいりました。  

そのような中、平成 23 年３月 11 日に東日本大震災が発生し、これまでの想定をは

るかに越えた広い地域に未曽有の甚大な被害をもたらしました。震源から遠く離れた

港区においてもこれまで想定されなかった津波が観測されるとともに、帰宅困難者の

発生や高層建築物での揺れなど都心特有の新たな課題も浮き彫りとなりました。  

区は、平成 23 年 10 月に港区防災対策基本条例を制定するとともに、指針の検討に

あたっては想定する自然災害を見直し、特に津波、液状化に関しては港区にとって

悪の被害となる条件により、東京湾内の臨港区では初めてとなる「区独自の津波・液

状化シミュレーション」を実施するなど様々な検討を進めてまいりました。  

わが国の経済・文化・交流の中心的な役割を担う都心区として、人にやさしい良質

な都市空間・居住環境の維持創造を進めるとともに、何よりも安全・安心を 優先と

する観点に立ち、たとえ大災害に見舞われても必要な日常活動が継続できる街を実現

していくためには、この指針に基づき、区民や事業者の皆さんと区が連携・協力して、

これまでにも増して災害に強い街づくりの取組を進めていく必要があります。  

区は、これからも様々な機会を捉え津波避難ビルの指定や細街路の拡幅整備をはじ

めとした防災機能の充実・強化に全力で取り組んでまいりますので、今後とも一層の

ご理解とご協力をお願い申し上げます。  

本指針策定にあたりご尽力いただきました港区防災街づくり検討委員会並びに津波、

液状化の各部会の委員の皆さん、地元説明会や区民意見の募集などを通じて地域の課

題等貴重なご意見をいただきました区民の皆さんに心からお礼を申し上げます。  

 

平成 25 年３月  
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第１章 防災街づくり整備指針の基本事項 

本指針の位置付けや、対象とする内容、改定の背景、計画

期間等の基本的な事項を示します。 

第２章 防災街づくりの課題 

区の防災街づくりに関する現況を自然災害とまちのぜい弱

性の視点から整理し、防災街づくりに関する課題を整理し

ます。 

第３章 防災街づくりの基本的な考え方 

第２章の課題を踏まえて、防災街づくりを進める上での「基

本理念」及び「防災街づくりの方針」を示します。 

第４章 防災街づくりの施策 

第３章の「基本理念」及び「防災街づくりの方針」を踏ま

え、防災街づくりを展開する施策の内容を示します。 

第５章 防災街づくりの地区別構想 

第４章の施策を踏まえて、地区ごとの特性やより具体的な

災害リスクの状況等に対応した防災街づくりの具体的な方

向性、施策を示します。 

第６章 防災街づくりの進め方 

区・区民・事業者それぞれの役割を示すとともに、災害に

強い街づくりの実現に向けた本指針の今後の運用と進め方

の例を示します。 

第７章 津波・液状化シミュレーション結果 

区が独自に実施した津波・液状化シミュレーションの結果

を示します。 
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■「港区防災街づくり整備指針」とは■ 

防災性の高い都市構造のあり方や、災害に強い街づくりの実現に向けた目標や方針等の

基本的方向性を示すとともに、方向性に沿った整備の取組を総合的に示すものです。  

区・区民・事業者それぞれが、建築物の新築時、改築時や大規模開発時など防災性の向

上に寄与する取組を行う際の手引書として活用します。 

第１章 防災街づくり整備指針の基本事項 

 

 

 

 

 

 

防災街づくり整備指針の位置付けや、指針が対象とする内容、改定の背景、計画期間等の

基本的な事項は、以下のとおりです。 

 

 

本指針は、平成 23 年 10 月に公布された「港区防災対策基本条例」第９条第２項に規定

する「災害に強い街づくりを総合的に推進するため」の指針です。 

 

【港区防災対策基本条例抜粋】 

第９条第１項：区長は、道路、公園等の都市基盤の整備、市街地の再整備、土地利用の

誘導等の施策を通して、災害に強い街づくりを総合的に推進するものと

する。 

第９条第２項：区長は、災害に強い街づくりを総合的に推進するため、防災街づくり整

備指針を策定するものとする。 

第９条第３項：区長は、前項の指針の策定に当たっては、地域防災計画との整合性に配

慮しなければならない。 

また、主な上位・関連計画における計画体系上の位置付けは、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「港区基本構想」 

＜予防から復興までの防災街づくりに関する計画＞ 

「港区震災復興 

マニュアル」 

「港区防災街づくり

整備指針」 

「港区基本計画」 

「
港
区
ま
ち
づ
く
り
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」 

１－１ 指針の位置付け 

図 1 体系上の位置付け 

連携 「港区地域 

防災計画」 

連携 

「港区防災対策基本条例」 

＜総合的な防災対策＞ 

「
災
害
対
策
基
本
法
」 
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本指針は、災害に強い街づくりを総合的に推進するための指針として、各種上位・関連

計画との整合等を図りつつ、災害に強い街づくりの実現に向けた目標や方針等の基本的な

方向性を、以下の２つの視点から示すものとします。 

 

■ハード（施設の整備等）の側面からの防災街づくり 

本指針は、防災に関わる様々な取組のうち、主としてハードの側面からの防災街づ

くりを対象とします。 

防災街づくりにおいてはハード・ソフトの両方の取組が必要ですが、人の動き等の

ソフトに関する内容は、「港区地域防災計画」と整合を図るものとします。 

■災害発生前の予防段階での防災街づくり 

本指針は、防災の取組の各段階のうち、主として予防段階の備えを対象とします。 

災害発生後の応急対応から復興に至るまでの一連の流れでの防災街づくりの対応

は、「港区震災復興マニュアル」等と整合を図るものとします。 

 

 

 

 

 

指針の名称について 

本指針は、災害に強い街づくりの実現に向けた目標や方針等、区の基本的な方向性を

示すものであると同時に、防災性の高い都市構造のあり方や、地域ごとの整備の取組を

総合的に示すものであることから、名称について現行の「港区防災街づくり指針」から

「港区防災街づくり整備指針」と改称します。 

 

 

 

 

 

 

 

１－２ 指針が対象とする内容 
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【参考】港区防災街づくり整備指針、港区地域防災計画、港区災害対応マニュアル、港区

震災復興マニュアルの関係 

 

予防段階の防災街づくりに関する実行計画である本指針に基づき、「被災しないための

街づくり」を進めることで、応急段階、復旧・復興段階にかかる負担を小さくすることが

できます。しかし、予防段階の対策が間に合わず、災害により被害を受けてしまったもの

については、応急段階、復旧・復興段階を対象とした「港区災害対応マニュアル」や「港

区震災復興マニュアル」により、「再び被災しないための街づくり」を進めます。 

港区は大規模開発の需要が高く、街づくりの動きが速いことが特徴です。このため、街

づくりの動きに合わせて、防災の視点を取り入れることは一層重要になります。 

 

港
区
防
災
街
づ
く
り
整
備
指
針 

災害に強い街づくり 

・災害危険度の把握 

・耐震化・不燃化の推進 

・津波・液状化対策 

・都市計画道路等の整備 

・細街路の拡幅 

 等 

  

港
区
地
域
防
災
計
画 

災害を未然に防ぐための対策 

○建築物の耐震化・不燃化 

○施設構造物の安全化 

○避難訓練等の実施 

○高層住宅等の震災対策の推進 

 等 

災害発生への対策 

・オープンスペースの確保 

・非常電源、貯水槽整備 

・防災関係施設の整備 

 等 

港
区
災
害
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル 

災害発生への対策 

○災害対策本部の設置 

○避難所、医療救護所の開設 

○飲料水、食料等の供給 

○がれき処理、応急復旧活動 

○要援護者、帰宅困難者対策 

 等 港
区
震
災
復
興
マ
ニ
ュ
ア
ル 

 
都市復興の方針 

・地区別まちづくりの方針 

・駅周辺整備 

・建築物再建の指針 

・土地利用の方針 

 等 

復旧・復興のための対策 

○震災復興本部の設置 

○生活支援・安定対策 

(義援金、各種資金、り災証明等) 

○財政方針、復興計画の作成 

 等 

 

 

 

 

図 2 本指針と関連計画等との関係 

災害発生 

ハードだけでなくソフトの視点 
からみた総合的な防災計画 

ハード対策 
（被災しないための街づくり） 
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１－３ 改定の背景 

 

（１）東日本大震災の発生 

東日本大震災では、従前の想定を超える規模の

津波の襲来、首都圏における液状化被害、大量の

帰宅困難者の発生、高層建築物の揺れの増幅等新

たな課題が明らかとなりました。これらのことを

教訓として、対応方策を検討する必要があります。 

また、東日本大震災後に実施された「港区民世

論調査」では、「今後、特に重点的に取り組むべ

きと思うもの」として、「安全で安心して暮らせ

る都心をつくる」を第１位に挙げた区民の割合は

22.6％と も高くなっており、防災街づくりに対

する区民のニーズは高まっていると言えます。特

にライフライン1の途絶への不安や老朽建築物対

策への要望が高まっているという結果も得られ

ており、これらの区民意向を踏まえ、より効率

的・効果的に防災街づくりを進める必要がありま

す。 

 

（２）水害リスクの高まり 

現行の指針は、地震リスクのみに対応した指針となっています。 

「渋谷川・古川流域豪雨対策計画」（東京都総合治水対策協議会，平成 21 年）におい

ては、古川流域で、平成 29 年度までに時間 55mm の降雨に対応することを目標としてい

ますが、近年では、時間 50mm 以上の降雨の年間発生回数が増加傾向にあり、都市型水害

対策の必要性が高まっています。 

従来の地震リスクだけで

はなく、水害リスクによる被

害の軽減にも対応した防災

街づくりを進める必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ライフライン：上下水道、電気、ガス、通信等 

水
門
開
放
指
令（
14
時
40
分
）

全
水
門
開
放
完
了（
16
時
51
分
）

潮
位
（
ｍ
）

2.5

2

1.5

1

0.5

0

地
震
発
生（
14
時
46
分
）

水
門
閉
鎖
指
令（
14
時
50
分
）

最
高
波
到
達（
19
時
00
分
）

0

5

1

5

2

5

4:
30

15
:3
0

16
:3
0

17
:3
0

18
:3
0

19
:3
0

20
:3
0

21
:3
0

22
:3
0

23
:3
0

0:3
0

1:3
0

外水位

天文潮位

15
:3
0

最高潮位：２．０９m（地震発生から4時間１４分）

18
時

20
時

22
時

0
時

17
時

19
時

３月１１日 ３月１２日

15
時

16
時

津
波
警
報
発
令（
16
時
08
分
）

地震発生から第一
波到達まで134分

地震発生から水
門閉鎖まで20分

辰
巳
水
門
閉
鎖
完
了（
15
時
6
分
）

津
波
第
一
波
到
達（
17
時
00
分
）

図 3 震災当日の辰巳水門における潮位変化 
出典：東京港における津波と高潮対策

について（東京都港湾局）

辰巳水門（江東区）で 

観測された津波 

１－３ 改定の背景 

図 4 降雨強度の増大：1時間降水量 50mm 以上の年間観測回数（1976～2011 年）
出典：気象庁 HP
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（３）土地利用と昼間人口の状況変化 

区は、都市活動が盛んであり、昼間人口が 23 区中で 多の約 91 万人となっています。

都市活動の停滞を招かないためにも、都心区として高度に集積している都市機能を災害か

ら守り維持する必要があります。 

また、土地の高度利用が進んだことで、高層建築物 1 棟数は増加しています。一方、地

下鉄駅や地下街のほか、地階を有する建築物が区内に広く分布しています。 

高層建築物 1 については、揺れの増幅やエレベーターの停止による支障等、地下空間に

おいては、地上からの浸水や発電設備の浸水による停電等、災害発生時にはそれぞれの施

設特有の被害が発生する可能性があり、街の状況の変化を踏まえた防災街づくりを進める

必要があります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5  昼夜間人口比（H17）             図 6  高層建築物1の分布 

※（図 5）「東京都の昼間人口（H17）」（東京都，平成 20 年）を基に作成 

※（図 6）「港区の土地利用」（港区，平成 25 年）を基に作成 

 

 表 1 昼間人口の増加             表 2 高層建築物の増加 

  

 

 

 

 
※（表 1）「東京都の昼間人口（H17）」（東京都，平成 20 年）を基に作成 

※（表 2）「港区の土地利用」（港区，平成 25 年）を基に作成 

                                                 
1 高層建築物：概ね高さ 31m に相当する 10 階層以上の建築物 

夜間人口 昼間人口

平成7年 150,341 849,786

平成12年 155,394 837,658

平成17年 170,971 908,940

凡例

10 - 15階建て

16 - 56階建て

凡例

昼間人口密度（人/ha）

1-100

101-200

201-500

501-1000

1001-1964

8階以上建築物（棟） 全建築物（棟）

平成8年度 2,566 33,190

平成13年度 2,829 30,969

平成18年度 3,356 29,495

平成23年度 3,483 27,812
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（４）上位・関連計画、港区防災対策基本条例との整合 

平成 13 年の旧指針改定後、主に以下のような上位・関連計画の改定・策定が行われて

おり、平成 23 年 10 月には港区防災対策基本条例が制定されました。そのため、防災街づ

くりもこれらと整合した取組を進めていく必要があります。 

 

表 3 主な上位・関連計画 

主な上位・関連計画 防災街づくりに関わる計画の主な追加・変更内容 

港区基本構想（平成 14 年） 

（地方自治法第 2条） 

・更新期を迎える多数の建築物や公共施設等の危険性や、都市型水

害への備えの必要性を明記 

・リスク情報の開示と行政・事業者・地域コミュニティの連携によ

る危険性の軽減への取組の方向性を追加 

港区基本計画（平成 24 年） 
・高層住宅等の震災対策の強化や既存民間建築物の耐震化の促進、

都市型水害対策の指導等の施策を追加 

港区まちづくりマスタープラン 

（平成 19 年） 

（都市計画法第 18 条の 2） 

・都市型水害への対策、高層建築物の震災対策（防災街づくりの方

針）を追加 

港区地域防災計画（平成 25 年） 

（災害対策基本法第 42 条） 

・避難所の機能強化、災害時要援護者対策、帰宅困難者対策を充実、

放射能・放射線対策を新たに追加 

・計画の前提条件となる被害想定を平成 18 年版から平成 24 年版に

変更 

 

表 4 条例の概要 

条例 条例の概要 

港区防災対策基本条例 

（平成 23 年） 

・防災対策の基本理念や区・区民・事業者が取り組むべき基本的事

項等を定め、今後の区の防災対策を総合的に推進 
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本指針を運用する計画期間を、平成 25 年度から平成 34 年度までの 10 年間と定め、「港

区まちづくりマスタープラン」1の見直しや関連計画の見直しの状況、また、防災街づくり

の進捗状況等を踏まえ、5 年ごとを目安として見直しの必要性の有無について検討するこ

ととします。 

また、防災街づくりを取り巻く環境に大きな変化がある場合には、本指針に示される防

災街づくりの考え方や目標等について、随時見直しの検討を行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「港区まちづくりマスタープラン」は、平成 19 年度から概ね 20 年間を目標年次とし、

中間年次に必要に応じて見直しを行うこととしています。また、関連計画の一つである

「港区耐震改修促進計画」2は、平成 19 年度から平成 27 年度までを計画年次とし、概

ね 3 年を目途として定期的な検証を行うこととしています。 

 

 

 

                                                 
1 「港区まちづくりマスタープラン」：まちづくりの実施にあたっての基本的な方針を示す計画 
2 「港区耐震改修促進計画」：想定される被害を半減させることを目的として、耐震診断や耐震改修を進めるた

めの計画 

図 7 防災街づくり整備指針の計画期間 

１－４ 計画期間 

新たな指針に基づく

防災街づくりの推進 

H25 年度 H34 年度 

「港区耐震改修促進計画」

の計画期間（H19～H27）※ 

本指針の計画期間 

防災街づくりの推進 

H35 年度～ 

「港区まちづくりマスタープラン」の計画期間（H19～H38）※ 
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第２章 防災街づくりの課題 

 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、区内において以下のような防災街づ

くりに関連する課題が明らかとなりました。 

 実被害  

・区内では震度５弱が観測されましたが、一部地域において、建築物が傾く等の被害が発

生しました。また、被害には至らなかったものの津波と液状化の発生が見られました。 

⇒課題：被害の軽減に向けた取組が必要です。 

 帰宅困難者に関する課題  

・帰宅困難者が駅周辺等に集中していました。 

⇒課題：帰宅困難者の一斉帰宅の抑制、一時受入れ場所の確保、物資・情報提供等の支

援に向けた検討が必要です。 

また、安全な道路空間の確保のため、日常的な放置自転車や路上置き看板等の

撤去や、建築物壁面の突き出し看板等の安全管理が必要です。 

・避難所の利用者の多くが区民以外の帰宅困難者でした。 

⇒課題：避難所の運営の機能見直しや帰宅困難者の一時受入れ場所の確保が必要です。 

 備蓄に関する課題  

・一部の防災備蓄倉庫の設置場所が分かりにくい、もしくは使いにくい場所であったこと

などから備蓄品の移送が円滑にできなかった事例がみられました。 

⇒課題：防災備蓄倉庫の配置に関する検討が必要です。 

・防災備蓄倉庫の備蓄品の内訳が不明または必要な備蓄品がない場所がありました。 

⇒課題：備蓄品に関する検討や情報提供等の検討が必要です。 

・民間ビルの一室を借りている防災備蓄倉庫で、緊急時に使用できない場合がありました。 

⇒課題：防災備蓄倉庫の円滑な運用に向けた事業者との協力に関する検討が必要です。 

・従業員の備蓄品が確保されていない事業者がありました。 

⇒課題：備蓄に関するルールづくりと普及啓発等の検討が必要です。 

 高層建築物における課題  

・高層階に居住する車いす利用者が、エレベーターの停止により帰宅できない状況が発生し

ました。 

⇒課題：エレベーター停止時の対応や円滑な避難行動に向けた検討が必要です。 

・高層住宅から避難所に避難した人が相当数いました。 

⇒課題：高層住宅に住む住民の避難に関する検討が必要です。 

 情報の伝達等に関する課題  

・防災行政無線の放送内容が聞こえなかった地域がありました。 

⇒課題：円滑・確実な災害関連情報の伝達に関する検討が必要です。 

２－１ 東日本大震災による被害状況と課題 



 10

 

平成 23 年 4 月に実施した港区民世論調査の結果では、ライフライン1の寸断、地震による

建物倒壊をはじめ自然災害に対して区民が不安を感じていることが分かりました。 

 

＜世論調査における防災街づくりに関する主な設問の回答結果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ライフライン：上下水道、電気、ガス、通信等 

【自然災害について不安と感じること】 

・「ライフラインの寸断」に不安を感じ

るとする区民の割合が も高くなっ

ている。 

・「地震による建物の倒壊」や「地震に

よる火災の拡大」に不安を感じるとす

る区民の割合が高く、地震に対する不

安が多い。 

【災害に対して、今後、重要と考える行

政の取組（複数回答）】 

・「老朽建物の倒壊対策の取組」、「高

層建物の震災対策の取組」、「地震時

の火災発生対策の取組」が重要と考え

る区民の割外が高く、地震対策の要望

が多い。 

・次いで、「区民の避難の円滑化」、「災

害時要援護者（自力で逃げられない

人）の支援」、「帰宅困難者支援」が

重要と考える区民の割合が高く、避難

や帰宅困難者対策の要望が多い。 

 

45.8%

40.5%

37.1%

35.9%

29.3%

21.0%

14.9%

13.6%

12.2%

9.3%

5.6%

1.3%

2.4%

0.3%

1.3%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

老朽建物の倒壊対策

高層建物の震災対策

地震時の火災発生対策

区民の避難の円滑化

災害時要援護者（自力で逃げられない人）の支援

帰宅困難者支援

区民の地震災害に対する意識の向上に向けた取り組み

地域による防災活動を支援する取り組み

液状化対策

津波対策

遠隔地での災害による都市機能の低下に対する取り組み

崖崩れ対策

その他

特に必要ない

わからない

無回答

n=696

・【自然災害に対する不安】として「ライフラインの寸断」が 多であり、その他「地震による建

物倒壊・火災の拡大」、「情報網の寸断」、「落下物による危険」などが上位を占めています。 

・【今後重要と考える行政の取組】として「老朽建物の倒壊対策」が 多であり、その他「高層建

物の震災対策」、「地震時の火災発生対策」、「避難の円滑化」、「災害時要援護者支援」など

が上位となっており、建築物の倒壊や避難行動等に関する対応が望まれています。 

 

62.4%

56.2%

33.2%

25.9%

23.0%

15.1%

14.8%

13.8%

13.1%

10.2%

3.6%

0.9%

0.7%

1.0%

1.1%

0.3%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ライフライン（電気・水道・ガス）の寸断

地震による建物の倒壊

地震による火災の拡大

情報網の寸断

ビルからの落下物など身近な場所での危険

交通網の寸断

安全な場所への避難

避難所での避難生活

液状化

津波

大雨による浸水

崖崩れ

台風による高潮

その他

特に不安はない

わからない

無回答

n=696

２－２ 区民意識における防災街づくりの課題 
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（１）災害リスクの考え方 

都市における災害による被害は、原因となる地震等の「自然災害」と「まちのぜい弱性」

との関係で「被害＝自然災害×まちのぜい弱性」と表現することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「安全・安心まちづくり小委員会～安全・安心まちづくりビジョン～ 中間とりまとめ資料」（国土交通省）

を基に作成 

 

 

 

災害発生時の被害を低減するためには、地震等の自然災害だけではなく、受け手となる

まち側の状況の両方を災害リスクとして評価し、それぞれに対応した取組を進めていくこ

とが必要となります。 

 

（２）対象とする自然災害 

これまでにも、技術的な知見に基づき、自然災害による区内の被害等の想定を進めてき

ました。一方、東日本大震災での教訓を踏まえると、これまでの想定を越える規模の災害

が発生する可能性は否定できません。 

現時点では、一定の技術的な知見に基づいて、以下の表に示す自然災害を対象として検

討を行いますが、新たにリスク評価等が進められた場合は、適宜見直すこととします。 

 

図 8 自然災害とまちのぜい弱性の関係 

自然災害 まちのぜい弱性 

地震、豪雨、津波、
高潮等の被害の 
きっかけとなる 
自然現象 

耐震性・オープンス
ペース・排水能力等
の不足、地下利用等
の自然災害に対する
もろさや弱さ 

被害 

２－３ 防災街づくりの現況と課題 
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表 5 本指針が対象とする自然災害 

自然災害の種別 想定されている災害の条件等 

地 

震 

災 

害 

①揺れ 

■条件：東京湾北部地震（M7.3） 

■結果：震度６弱～７ 

出典：「首都直下地震等による東京の被害想定」（東京都，平成 24 年） 

港区地域防災計画（震災編）では、この地震を対象としています。 

②液状化 

■条件：東京湾北部地震（M7.3） 

■結果：区内の 14.2％が、液状化の可能性が高い地点が含まれる範囲

となっている 

出典：液状化シミュレーション結果（港区，平成 24 年度） 

③津波による 

浸水 

■条件：元禄型関東地震（M8.2） 

■結果：津波 大水位 T.P. 1+2.0m～2.1m（満潮時） 

出典：津波シミュレーション結果（港区，平成 24 年度） 

④がけ崩れ 
東京都建設局による調査に基づき「港区土砂災害危険箇所図」が公表され

ており、今後、土砂災害警戒区域等2に指定される可能性があります。 

水 
害 

⑤荒川のはん濫

による浸水 

■条件：荒川流域で、200 年に 1 回程度発生する規模の大雨（総雨量

548mm，降雨日数 3 日間）が降り、荒川の堤防が決壊した場合 

■結果：区面積の 0.9％が、浸水深 50cm 3以上 

出典：「港区荒川流域洪水ハザードマップ」（港区，平成 18 年） 

荒川の堤防整備はこの洪水を想定して対策が進められています。 

⑥大雨による 

浸水 

■条件：東海豪雨（総雨量 589mm，時間 大雨量 114mm）と同様の雨が

港区全域に降った場合 

■結果：区面積の 11.2％が、浸水深 50cm 3以上 

出典：「港区浸水ハザードマップ」（港区，平成 21 年） 

「渋谷川・古川流域豪雨対策計画」（東京都総合治水対策協議会，平成 21

年）によると、古川流域の治水水準は、平成 29 年度までに時間 55mm の降

雨に対応することを目標としています。 

⑦高潮 4による 

浸水 

■条件：伊勢湾台風級の台風による高潮4 

■結果：この条件に対処しうるよう防潮堤5及び護岸を整備 

（T.P.1+4.0～5.2m の高さで整備） 

出典：「東京都地域防災計画」（東京都，平成 19 年） 

東京都地域防災計画（東京都）では、伊勢湾台風級の高潮 4に対処しうるよ

う、防潮堤 5及び護岸を整備することとしています。 

                                                 
1 T.P.：東京湾平均海面を表し、全国の標高の基準となる海水面の高さ（海抜と同じ値） 
2 土砂災害警戒区域等：土砂災害防止法に基づいて指定される土砂災害のおそれのある区域 
3 浸水深 50cm：床上浸水のおそれがある水準 
4 高潮：台風等の来襲により海水面が平常より著しく高くなる現象 
5 防潮堤：台風などによる大波や高潮、津波の被害を防ぐ堤防 
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（３）対象とするまちのぜい弱性 

災害リスクの状況を把握するためには、自然災害だけではなく、被害の発生に関連のあ

るまちのぜい弱性の視点からも検討する必要があります。 

本指針では、以下のまちのぜい弱性に関する要素に着目して検討を行います。 

 

表 6 本指針が対象とするまちのぜい弱性 

まちの 

ぜい弱性 
まちのぜい弱性の要素 まちのぜい弱性評価の視点の例 

１）人口 

①昼間人口 帰宅困難者の発生に関連 

②夜間人口 避難者の発生に関連 

③人口増加率 地域の災害リスクの認識に関連 

④高齢化率 避難行動時の課題等に関連 

２）道路 

土地利用 

建築物 

①道路ネットワーク 災害時応急対応や避難行動等の検討に関連 

②細街路1 道路閉塞、火災延焼による影響に関連 

③延焼危険度 出火、延焼による被災に関連 

④建物倒壊危険度2 建築物の倒壊と道路閉塞の発生に関連 

⑤高層建築物3 

上層階における揺れの増幅の危険性やエレベ

ーター停止による建築物利用者への影響等の

発生に関連 

⑥地下空間 浸水による被災に関連 

３）拠点施設 

①広域避難場所4 

避難施設の被災や避難経路上での被災、遠距離

避難の困難性等の避難行動に関連 

②避難所5 

③浸水時の避難所6 

④地域集合場所7 

⑤災害応急対応の拠点 

 区役所総合支所 
 警察署消防署 
 医療施設 
 消防水利 

拠点施設被災時の応急対応活動に関連 

⑥防災備蓄倉庫 

 防災備蓄倉庫 
 給水施設 

被災者支援活動に関連 

                                                 
1 細街路：幅員 4m 未満の道路 
2 建物倒壊危険度：東京都が、建物倒壊の危険度を町丁目ごとに測定し、5 段階評価したもの（5 が も危険） 
3 高層建築物：概ね高さ 31m に相当する 10 階層以上の建築物 
4 広域避難場所：延焼火災が発生した場合に人命、身体の安全を確保するための場所 
5 避難所：区民避難所（地域防災拠点）及び福祉避難所 
6 浸水時の避難所：浸水等のおそれのない避難所の中から、地元警察署と協議の上選定した鉄筋構造の 2 階建て

以上の建築物 
7 地域集合場所：地域の人々の安否確認や救出・救護を行うために一時的に集まる場所 
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（４）自然災害の現況と課題 

区内における自然災害について、主な現況と課題を整理すると以下のとおりです。 

 

【①揺れ】 

・区内の広い範囲において、建築物の倒壊や延焼が発生するおそれがありま

す。 

【②液状化】 

・埋立地、低地を中心に液状化が発生し、低層建築物、地中に埋設されてい

るライフライン、道路等が被害を受けるおそれがあります。 

【③津波による浸水】 

・浜松町駅、田町駅の周辺では、津波により浸水するおそれがあります。 

【④がけ崩れ】 

・安定度の低い急傾斜地では、地震や大雨等により、がけ崩れのおそれがあ

ります。 

【⑤荒川のはん濫による浸水】 

・新橋駅周辺では、荒川のはん濫により浸水のおそれがあります。 

【⑥大雨による浸水】 

・主に谷筋、窪地等の集水地形周辺では、集中豪雨によって浸水被害を受け

るおそれがあります。 

【⑦高潮 2 による浸水】 

・堤外地1では、高潮2による浸水のおそれがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 堤外地：防潮堤 3よりも海側の地域 
2 高潮：台風等の来襲により海水面が平常より著しく高くなる現象 
3 防潮堤：台風などによる大波や高潮、津波の被害を防ぐ堤防  
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①揺れ 

想定：東京湾北部地震（M7.3） （「首都直下地震等による東京の被害想定」（東京都，平成 24 年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「首都直下地震等による東京の被害想定」（東京都，平成 24 年）を基に作成 

 

 

【現況】 

・東京都が平成 24 年に被害想定を実施した対象地震のなかで、区内の震度が 大となる

地震は、東京湾北部地震（M7.3）であり、想定震度は区内の広い範囲で震度６弱から

震度６強、臨海部の一部では震度７が想定されています。 

・東日本大震災では、区内では震度５弱を観測しましたが、一部地域における老朽化建

築物が傾く等の被害が発生しました。 

【課題】 

・区内の広い範囲において、建築物の倒壊や延焼が発生するおそれがあります。 

凡例

震度６弱

震度６強

震度７

0 0.5 10.25
km

¯

図 9 想定震度（東京湾北部地震 M7.3） 



 16

②液状化 

想定：東京湾北部地震（M7.3） （液状化シミュレーション結果（港区，平成 24 年度）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※液状化シミュレーション結果（港区，平成 24 年度）を基に作成 

 
 
【液状化シミュレーションの想定条件】 

区内において震度が 大となる東京湾北部地震（M7.3）が対象。 
（詳細については第７章 7-2 液状化シミュレーション結果を参照） 

【現況】 

・液状化の可能性が高い地点が含まれる範囲は、概ね JR 線以東の臨海部、新橋駅周辺に

分布するほか、内陸部の一部にも点在しています。 

【課題】 

・埋立地、低地を中心に液状化が発生し、低層建築物、地中に埋設されているライフライ

ン、道路等が被害を受けるおそれがあります。 

¯

0 0.5 10.25
km

図 10 液状化の可能性（東京湾北部地震 M7.3） 

凡例

液状化危険度

液状化の可能性が高い地点が含まれるメッシュ

液状化の可能性がある地点が含まれるメッシュ

液状化の可能性が低いメッシュ
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③津波による浸水 

想定：元禄型関東地震（M8.2） （津波シミュレーション結果（港区，平成 24 年度）） 

【現況】 

・元禄型関東地震（M8.2）の発生に伴い、防潮施設（防潮堤1・水門・護岸）が損傷し、

更に臨海部全域で 50cm の液状化による沈下が発生した場合、区内の浸水面積が

143.5ha であり、一部の地域では 大 1.5m 程度の浸水深が想定されています。 

・津波の到達時間は、潮位±20cm 変動が 40 分後、 大津波が 160 分後となっています。 

・東日本大震災では、東京湾内でも 1.5m 程度の津波が観測されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※津波シミュレーション結果（港区，平成 24 年度）を基に作成 

 

【津波シミュレーションの想定条件】 
区にとって も津波の影響が大きいと考えられる元禄型関東地震（M8.2）が対象。（防
潮施設（防潮堤・水門・古川の護岸）が損傷により機能不全となり、更に液状化により
地盤が 50cm 沈下した場合） 
（詳細については第７章 7-1 津波シミュレーション結果を参照） 

                                                 
1 防潮堤：台風などによる大波や高潮、津波の被害を防ぐ堤防 

【課題】 

・浜松町駅、田町駅の周辺では、津波により浸水するおそれがあります。 

 

¯

0 0.5 10.25
km

図 11 津波浸水予測区域（元禄型関東地震 M8.2） 

凡例

浸水深

0.00 - 0.15m

0.15 - 0.50m

0.50 - 0.80m

0.80 - 1.50m

1.50m以上
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④がけ崩れ 

対象：安定度の低い急傾斜地 （「港区土砂災害危険箇所図」（東京都，平成 13 年度）、「工作物

等基礎調査」（港区，平成 23 年度）） 

【現況】 

・区内には、急傾斜地崩壊危険箇所1が 118 か所あります。  

・安定度の低い急傾斜地（急傾斜地崩壊危険箇所 1のうち、区が平成 23 年度に実施した

工作物等基礎調査において、道路、公園に面しているがけ・よう壁等を対象に目視調

査した結果、安定度が中または小と判定した箇所）が 17 か所あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「港区土砂災害危険箇所図」（東京都，平成 13 年度）、 

「工作物等基礎調査」（港区，平成 23 年度）を基に作成 

 

                                                 
1 急傾斜地崩壊危険箇所：「①がけ地の傾斜度が 30 度以上」、「②がけ地の高さが 5ｍ以上」、「③被害想定

地域内に人家や公共施設等が存在する」の 3 つの条件を満たす斜面 

   

【課題】 

・安定度の低い急傾斜地では、地震や大雨等により、がけ崩れのおそれがあります。 

¯

0 0.5 10.25
km

図 12 安定度の低い急傾斜地 

凡例

安定度の低い急傾斜地
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⑤荒川のはん濫による浸水 

想定：荒川流域で、200 年に 1 回程度発生する規模の大雨（総雨量 548mm，降雨日数 3

日間）が降り、荒川の堤防が決壊した場合 （「港区荒川流域洪水ハザードマップ」（港

区，平成 18 年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「港区荒川流域洪水ハザードマップ」（港区，平成 18 年）を基に作成 

 

【参考】広域図 

【現況】 

・荒川がはん濫した場合、新橋駅周辺の JR 線沿いを中心として浸水が想定される地域が

存在しています。 

・荒川の河川整備は、この想定と同じ 200 年に 1 回程度発生する規模の大雨が降った場合

でもはん濫しないことを目標としています。 

【課題】 

・新橋駅周辺では、荒川のはん濫により浸水のおそれがあります。 

¯

0 0.5 10.25
km

図 13 荒川のはん濫による浸水想定区域 

凡例

浸水深

0.0-0.5m

0.5-1.0m
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⑥大雨による浸水 

想定：下水道や河川の排水能力（1 時間あたりの降雨量 50 ㎜）を大きく超える激しい雨

(東海豪雨：総雨量 589mm，時間 大雨量 114mm)と同様の雨が港区全域に降った場

合 （「港区浸水ハザードマップ」（港区，平成 21 年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「港区浸水ハザードマップ」（港区，平成 21 年）を基に作成 

 

【参考】浸水実績図 

【現況】 

・東海豪雨と同様の大雨が区内全域に降った場合、谷筋・窪地を中心に区内の広い範囲で

浸水が想定されています。 

・東京都は時間 50mm の降雨に対応した下水道整備及び古川の整備を進めています。 

【課題】 

・主に谷筋、窪地等の集水地形周辺では、集中豪雨によって浸水被害を受けるおそれがあ

ります。 

浸水実績（H11～19）

¯

0 0.5 10.25
km

図 14 大雨による浸水想定区域 

凡例

浸水深

0.2m-0.5m

0.5m以上
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【参考】標高 

区の東部では標高 10m 以下の低平な地形となっており、概ね JR 線より東側は江戸期以

降に埋立てが進められた地域となっていますが、区内には標高 0m 以下の地域はほとんどあ

りません。区の西部では標高 20～40m 程度の台地が存在していますが、台地の中には、旧

河川を中心に部分的に周辺に比較して標高が低い谷が散在しています。こうした谷筋地形

において、想定される浸水深が高い傾向にあります。 

また、周囲よりも標高が 1m 以上低い窪地を抽出したところ、下図のように区内に広く分

布しています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「基盤地図情報数値標高モデル（5m メッシュ）」（国土地理院）を基に作成 

 

 

 

¯

図 15 標高 

凡例

標高（m）

 - 0

0 - 1

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

21 - 22

22 - 23

23 - 24

24 - 25

25 - 26

26 - 27

27 - 28

28 - 29

29 - 30

30 - 

窪地 

（標高差 1m 以上） 
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⑦高潮による浸水 

想定：伊勢湾台風級の台風 （「東京都地域防災計画」（東京都，平成 19 年）） 

【現況】 

・東京都では、伊勢湾台風級の台風による高潮1（T.P.2+4.00m）を想定して、防潮堤3、護

岸等の整備を進めています。 

・しかし、これらの施設の一部は未整備であり、整備済みのものについても耐震対策は完

了していないことや、老朽化が進んでいることから、「東京港海岸保全施設緊急整備計

画」により、耐震対策と老朽化対策が図られています。 

 

【課題】 

・堤外地4では、高潮 1による浸水のおそれがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「東京湾の大規模高潮浸水想定」（国土交通省，平成 21 年）を基に作成 

 

                                                 
1 高潮：台風等の来襲により海水面が平常より著しく高くなる現象 
2 T.P.：東京湾平均海面を表し、全国の標高の基準となる海水面の高さ（海抜と同じ値） 
3 防潮堤：台風などによる大波や高潮、津波の被害を防ぐ堤防 
4 堤外地：防潮堤よりも海側の地域 

 

凡例

防潮堤

!! 水門

堤外地

¯

0 0.5 10.25
km

図 16 防潮施設 

3 

4 
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（５）まちのぜい弱性の現況と課題 

災害に対するまちのぜい弱性の要因となるものについて、各項目別に区内における主な

現況と課題を整理すると以下のとおりです。 

 

１）人口 

【①昼間人口】 

・災害により鉄道、道路網が寸断された場合、昼間人口の多くが帰宅困難者とな

るおそれがあります。 

【②夜間人口】 

・避難所の収容能力や必要な備蓄が夜間人口に対して不足するおそれがあります。 

【③人口増加率】 

・区に新たに転入した住民が区の災害リスクや防災に関する情報を十分に把握し

ていないおそれがあります。 

【④高齢化率】 

・高齢者は災害時における避難が困難となるおそれがあります。 
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２）道路・土地利用・建築物 

【①道路ネットワーク】 

・道路ネットワークが未整備であると、円滑な避難や緊急輸送に支障をきたすお

それがあります。 

【②細街路】 

・細街路では、地震発生時に建築物や構造物の倒壊による道路閉塞のため、避難、

災害時応急対応に支障をきたすおそれがあります。 

【③延焼危険度】 

・一部の不燃化が進んでいない地域において、地震により延焼被害が発生するお

それがあります。 

【④建物倒壊危険度1】 

・耐震化が十分に進んでいない建築物を中心に、地震により倒壊のおそれがあり

ます。 

【⑤高層建築物】 

・高層建築物2は、地震発生時に上層階での揺れの増幅やエレベーターの停止に

よる上下移動の支障等、特有の被害を受けるおそれがあります。 

【⑥地下空間】 

・地下空間（地下鉄駅、地下街、地階を有する建築物等）においては、大雨等に

よる浸水や電気機器の浸水による停電等、特有の被害を受けるおそれがありま

す。 

 

 

                                                 
1 建物倒壊危険度：東京都が、建物倒壊の危険度を町丁目ごとに測定し、5 段階評価したもの（5 が も危険） 
2 高層建築物：概ね高さ 31m に相当する 10 階層以上の建築物 
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３）拠点施設 

【①広域避難場所1】 

・広域避難場所に至る経路上の建物倒壊危険度や延焼危険度が高い場合、円滑な

避難に支障をきたすおそれがあります。 

【②避難所2】 

・避難所に至る経路上に延焼危険度や建物倒壊危険度が高い地域がある場合、円

滑な避難に支障をきたすおそれがあります。 

【③浸水時の避難所3】 

・避難所に至る経路上に浸水想定地域がある場合、円滑な避難に支障をきたすお

それがあります。 

【④地域集合場所4】 

・地域集合場所が災害リスクの高い地域にある場合、被災のおそれがあります。 

【⑤災害時応急対応のための拠点施設】 

・災害時に施設が使用不能となった場合には、応急対応に支障をきたすおそれが

あります。 

【⑥防災備蓄倉庫】 

・災害時に施設が使用不能となった場合には、被災者支援に支障をきたすおそれ

があります。 

 

                                                 
1 広域避難場所：延焼火災が発生した場合に人命、身体の安全を確保するための場所 
2 避難所：区民避難所（地域防災拠点）及び福祉避難所 
3 浸水時の避難所：浸水等のおそれのない避難所の中から、地元警察署と協議の上選定した鉄筋構造の 2 階建て

以上の建築物 
4 地域集合場所：広域避難場所への集団避難のために地域住民が一時的に集合する場所 
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１）人口 

①昼間人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）人口間人口が多い地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「東京都の昼間人口（H17）」（東京都，平成 20 年）を基に作成 

【現況】 

・区では、昼間人口が増加傾向にあり、平成 17 年時点では約 91 万人と 23 区内 多と

なっています。 

・新橋・浜松町周辺地区では 27.9 万人と特に多く、町丁目別の 大は東新橋一丁目の

1,964 人/ha となっています。 

・昼夜間人口比が 100%未満（夜間人口の方が多い）となるのは 6 町丁目のみであり、

全町丁目の約 20%（20 町丁目）が 2,000%超の状況にあります。 大は新橋一丁目の

19,730%（197 倍）となっています。 

・東日本大震災では、帰宅困難者が駅周辺等に集中し、その多くが区民の利用を想定し

ていた避難所に避難しました。 

【課題】 

・災害により鉄道、道路網が寸断された場合、昼間人口の多くが帰宅困難者となるおそ

れがあります。 

【参考】昼夜間人口比 

凡例

昼夜間人口比（％）

1 - 100

101 - 200

201 - 500

501 - 1000

1001 - 2000

2001 - 19730

¯

0 0.5 10.25
km

図 17 昼間人口 

凡例

昼間人口密度（人/ha）

1-100

101-200

201-500

501-1000

1001-1964
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②夜間人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「平成 22 年国勢調査結果」（総務省）を基に作成 

 

 

 

 

【現況】 

・平成 22 年国勢調査によると、区の人口は 20.5 万人となっています。 

・六本木周辺地区、白金周辺地区、高輪周辺地区、芝浦港南周辺地区の一部で人口密度

が 200 人/ha 以上の町丁目がみられ、麻布十番三丁目が 450 人/ha で 大となってい

ます。 

【課題】 

・避難所の収容能力や必要な備蓄が夜間人口に対して不足するおそれがあります。 

¯

0 0.5 10.25
km

図 18 夜間人口 

凡例

夜間人口密度（人/ha）

1-50

51-100

101-150

151-200

201-450
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③人口増加率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「平成 22 年国勢調査結果」、「平成 12 年国勢調査結果」（総務省）を基に作成 

 

 

【図中の表示について】 

図中には、平成 12 年以降竣工した総戸数 1,000 戸以上のマンションを表示。 

【現況】 

・区では、夜間人口が増加傾向にあり、特に臨海部では、平成 12 年以降人口が倍増し

ている町丁目が多く存在しています。これらの地域では、大規模な住宅の建築が進ん

でおり、人口増加の受け皿になっていることが考えられます。 

・一方、愛宕一丁目、虎の門二丁目は人口が 10 年間で半減しています。 

【課題】 

・区に新たに転入した住民は、区の災害リスク等を十分に把握していないおそれがあり

ます。 

ワールドシティタワーズ 

総戸数 2090 戸 平成 19 年竣工  

芝浦アイランド 

総戸数 3827 戸 平成 20 年竣工  

東京ツインパークス 

総戸数 1000 戸 平成 14 年竣工  

凡例

人口増減率

-59- -51％

-50 - -1％

0 - 50％

51 - 100％

101 - 220％

¯

0 0.5 10.25
km

図 19 人口増加率（平成 12 年～22 年） 
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④高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「平成 22 年国勢調査結果」（総務省）を基に作成 

 

【現況】 

・区の平均高齢化率は 17.0％と 23 区平均（20.2%）に比べて低くなっていますが、高

齢化率は新橋・浜松町周辺地区、青山周辺地区で高い傾向があります。 

【課題】 

・高齢者は災害時における避難が困難となるおそれがあります。 

凡例

高齢化率

0.1 - 7.0％

7.1 - 14.0％

14.1 - 21.0％

21.1％ - 28.0％

28.1％ -

凡例

高齢者人口密度

0-10

11-20

21-30

31-

【参考】高齢者人口密度 

¯

0 0.5 10.25
km

図 20 高齢化率 
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２）道路・土地利用・建築物 

①道路ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「港区都市計画図」（港区）を基に作成 

 

【現況】 

・避難路は幅員 15m 以上が望ましいとされていますが、未整備の都市計画道路がありま

す。 

【課題】 

・道路ネットワークが未整備であると、円滑な避難や緊急輸送に支障をきたすおそれが

あります。 

【参考】延焼遮断帯 

凡例

延焼遮断帯

形成

未形成

¯

0 0.5 10.25
km

図 21 幅員 15m 以上の都市計画道路 

凡例

幅員15m以上都市計画道路

完成

事業決定

未整備
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【参考】緊急輸送道路 

東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例（東京都）により、第一

次緊急輸送道路1等は、特定緊急輸送道路2として指定され、旧耐震基準（昭和 56 年 5 月以

前に新築された建築物）の沿道建築物の耐震化に関する耐震診断の義務化等があります。

また、特定緊急輸送道路 2に指定されていない第二次緊急輸送道路3、第三次緊急輸送道路4

についても沿道の建築物の耐震化等により道路閉塞を防止する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急輸送道路網図」（東京都）を基に作成 

  

 

 

                                                 
1 第一次緊急輸送道路：応急対策の中枢を担う東京都本庁舎、重要港湾、空港等を連絡する路線 
2 特定緊急輸送道路 ：緊急輸送道路のうち特に沿道の建築物の耐震化を推進する必要のある道路 

（第一次緊急輸送道路のすべてと港区役所との連絡に必要な緊急輸送道路） 
3 第二次緊急輸送道路：一次路線と区役所、主要な防災拠点（警察、消防、医療等）を連絡する路線 
4 第三次緊急輸送道路：その他の防災拠点（広域輸送拠点、備蓄倉庫等）を連絡する路線 

¯

0 0.5 10.25
km

図 22 緊急輸送道路 

凡例

第一次緊急輸送道路（高速道路）

第一次緊急輸送道路（高速道路以外）

第二次緊急輸送道路

第三次緊急輸送道路

1 

1

3 

4
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②細街路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「港区の土地利用」（港区，平成 25 年）を基に作成 

 

【現況】 

・区西部の住宅地や新橋駅西口周辺等は、幅員 4m 未満の細街路が多く存在しています。 

【課題】 

・細街路では、地震発生時に建築物や構造物の倒壊による道路閉塞のため、避難、災害

時応急対応に支障をきたすおそれがあります。 

凡例

細街路（幅員4m未満）
¯

0 0.5 10.25
km

図 23 細街路 
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③延焼危険度 

【現況】 

・焼失棟数が 0-1 棟/250m メッシュの地域が広い範囲に見られますが、一部は 20 棟以上

/250m メッシュの地域があります。 

・延焼危険度は他区に比べると低く、区内に東京都が指定する整備地域（建物倒壊・火災

により震災時の大きな被害が想定される地域）はありません。 

・一部では木造密集地域が残存し、白金六丁目、白金台二丁目は、不燃領域率1が 70％未

満と低く、延焼危険度が高くなっています。 

・白金六丁目は、平成 9 年に東京都により区内で唯一木造住宅密集地域に指定されていま

す。 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「首都直下地震等による東京の被害想定」（東京都，平成 24 年）、「不燃領域率データ」（東京都，平成 22

年）を基に作成 

                                                 
1不燃領域率：市街地の延焼性状を評価する指標の一つであり、70%未満の場合、延焼の可能性あり 

 

【課題】 

・一部の不燃化が進んでいない地域において、地震により延焼被害が発生するおそれが

あります。 

白金六丁目 

白金台二丁目 

凡例

焼失棟数

0棟

0-1棟

1-10棟

10-20棟

20-50棟

50-100棟

100棟-

不燃領域率70%未満

¯

0 0.5 10.25
km

図 24 建築物焼失棟数（東京湾北部地震 M7.3，18 時，風速 8m/s） 
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【参考】火災危険度 

火災危険度1とは、東京都が平成 20 年に出火の危険性と延焼の危険性の度合いを町丁目ご

とに測定し、相対評価により１～５のランクに分けたものです。区内では５段階評価（５が

も危険）のうち、 大は３であり、新橋・浜松町、芝・三田、赤坂、白金の各地区の一部

に見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「地震に関する地域危険度測定調査（第 6 回）」（東京都，平成 20 年）を基に作成 

 

 

 

 

 

                                                 
1 火災危険度：東京都が、平成 20 年に火災の危険度を町丁目ごとに測定し、相対評価により１から５にランク分

けした指標（区内ではランクが「３」となる地域あり（ も危険側のランクは「５」）） 

凡例

火災危険度

1

2

3

4

5

¯

0 0.5 10.25
km

図 25 火災危険度 
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【参考】防火地域 

幹線道路沿道は容積率の高い商業地域1に指定されるととともに、防火地域2に指定さ

れることにより、その道路周辺が延焼防火帯として機能します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「港区用途地域地区等図」（港区，平成 24 年 3 月 31 日現在）を基に作成 

図 26 防火地域と商業地域 

                                                 
1 商業地域：主に商業等の業務の利便の増進を図る地域 
2 防火地域：原則として耐火建築物（鉄筋コンクリート造、鉄骨造等）としなければいけない地域 

凡例

商業地域

防火地域

¯

0 0.5 10.25
km

 

2 

1 



 36

【参考】関東大震災後の不燃化対策 

 

関東大震災後に実施された、帝都復興事業の一環として建築された小学校は、「復興小学

校」と総称され、区内では 9 校1が建築されました。校舎は、不燃化構造とするために鉄筋コ

ンクリートが採用され、そのうち下図の 2校では、校舎と公園が一体化して設計されており、

災害時の避難所として使用できるようになっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これら校舎と公園を一体化した復興小学校は、人口減少による統廃合により、区内に現

存していませんが、その跡地は公園あるいは公共施設として活用され、現在でも広いオー

プンスペースとして災害発生時に有効に機能することが期待されています。 

 

※「関東大震災復興データベース」（神奈川大学非文字資料研究センター）を基に作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 9 校：桜田小学校、桜川小学校、南桜小学校、西桜小学校、愛宕小学校、神明小学校、竹芝小学校、鞆絵尋常

高等小学校、愛宕高等小学校 

新橋駅 南桜公園（旧南桜小学校＋南桜公園）

0 50 10025
m

生涯学習センター（旧桜田小学校）：茶色の範囲 

桜田公園：緑色の範囲 

図 27 復興小学校 
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④建物倒壊危険度 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「首都直下地震等による東京の被害想定」（東京都，平成 24 年）を基に作成 

 

 

 

 

【現況】 

・東京湾北部地震（M7.3）が発生した場合、高輪周辺地区の一部で、揺れによる全壊棟

数が 250m メッシュあたり 50 棟以上となる地域があります。 

【課題】 

・耐震化が十分に進んでいない建築物を中心に、地震により倒壊のおそれがあります。 

凡例

全壊棟数

0-2棟

2-10棟

10-25棟

25-50棟

50-100棟

¯

0 0.5 10.25
km

図 28 建物倒壊棟数（東京湾北部地震 M7.3） 
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【参考】建物倒壊危険度 

建物倒壊危険度1とは、東京都が平成 20 年に老朽建築物や液状化の可能性等を町丁目ご

とに測定し、相対評価により１～５のランクに分けたものです。新橋４丁目及び白金３丁

目において区内 大の４となっていますが、新橋４丁目については、環状２号線の整備に

よって改善しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「地震に関する地域危険度測定調査（第 6 回）」（東京都，平成 20 年）を基に作成 

 

 

                                                 
1 建物倒壊危険度：東京都が、平成 20 年に建物倒壊の危険度を町丁目ごとに測定し、相対評価により１から５に

ランク分けした指標（区内ではランクが「４」となる地域あり（ も危険側のランクは「５」）） 

 

凡例

建物倒壊危険度

1

2

3

4

5

¯

0 0.5 10.25
km

図 29 建物倒壊危険度 

1
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⑤高層建築物 

  

【現況】 

・区内には高層建築物1が 1,548 棟あります。 

・高層建築物 1は区内に広く分布していますが、特に区東部の芝・三田、新橋・浜松町、

六本木、赤坂、芝浦港南、台場の各地区に多い傾向があります。 

・東日本大震災では、高層階に居住する車いす利用者が、エレベーターの停止により帰

宅できない状況が発生した他、高層住宅から避難所に避難した人が相当数いました。 

 

 

 

 

※「平成 18 年土地利用現況調査」（港区）による定義 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「港区の土地利用」（港区，平成 25 年）を基に作成 

 

                                                 
1 高層建築物：概ね高さ 31m に相当する 10 階層以上の建築物 

 

【課題】 

・高層建築物 1は、地震発生時に上層階での揺れの増幅やエレベーターの停止による上

下移動の支障等、特有の被害を受けるおそれがあります。 

凡例

10 - 15階建て

16 - 56階建て

¯

0 0.5 10.25
km

図 30 高層建築物 
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⑥地下空間 

【現況】 

・地階を有する建築物は、特に新橋・浜松町、六本木、赤坂、青山の各地区で多く、

計 2,011 棟となっています。 

・地下街は、新橋、汐留、表参道の各駅周辺にあります。 

・区内には地下鉄駅が 24 駅あり、広く分布しています。 

・アンダーパス1が区内に 14 か所あります。 

・環状２号線の一部区間が地下トンネルとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「港区の土地利用」（港区，平成 25 年）を基に作成 

                                                 
1 アンダーパス：鉄道や道路などの下を通る地下道（雨水等が集中し冠水しやすい構造となっている） 

 

【課題】 

・地下空間（地下鉄駅、地下街、地階を有する建築物等）においては、大雨等による

浸水や電気機器の浸水による停電等、特有の被害を受けるおそれがあります。 

¯

0 0.5 10.25
km

図 31 地下空間 

凡例

地階を有する建築物

!! アンダーパス

地下駅・地下街

環状２号線
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３）拠点施設 

①広域避難場所 

 

【現況】 

・広域避難場所については、平成 20 年に地区内残留地区1が 1,206ha（地区内待避人口

389,000 人）、広域避難場所2は 7 か所（避難対象人口 503,600 人）確保されています。 

・すべての広域避難場所で 1 人あたり避難有効面積は 1 ㎡以上となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「港区地区別防災マップ」（平成 22 年）を基に作成 

 

                                                 
1 地区内残留地区：地区の不燃化が進んでおり、万が一火災が発生しても、地区内に大規模な延焼火災のおそれ

がなく、広域的な避難を要しない地域 
2 広域避難場所：延焼火災が発生した場合に人命、身体の安全を確保するための場所 

 

【課題】 

・広域避難場所に至る経路上の建物倒壊危険度や延焼危険度が高い場合、円滑な避難に

支障をきたすおそれがあります。 

凡例

広域避難場所

地区内残留地区

¯

0 0.5 10.25
km

図 32 広域避難場所 
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②避難所 

 

【現況】 

・「港区地域防災計画」（平成 25 年）では、区内に区民避難所（地域防災拠点）1は

56 か所、福祉避難所2は 17 か所指定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「港区地域防災計画」（港区，平成 25 年）を基に作成 

 

                                                 
1 区民避難所（地域防災拠点）：住居に制約を受けた区民の一時的な生活場所 
2 福祉避難所：介護、援助などを必要とする高齢者・障害者等のための施設 

  

【課題】 

・避難所に至る経路上に延焼危険度や建物倒壊危険度が高い地域がある場合、円滑な避

難に支障をきたすおそれがあります。 

¯

0 0.5 10.25
km

図 33 避難所 

凡例

!! 区民避難所（地域防災拠点）

!! 福祉避難所
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③浸水時の避難所 

 

【現況】 

・水害時における避難所は、鉄筋構造の 2 階建て以上の建築物とし、「避難所一覧」の

中から、浸水等のおそれのない施設を地元警察署と協議の上、48 か所を選定していま

す。 

・浸水等のおそれのない福祉避難所1は 13 か所あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※港区ホームページ“浸水時の避難所”（平成 24 年時点）を基に作成 

 

                                                 
1 福祉避難所：介護、援助などを必要とする高齢者・障害者等のための施設 

 

【課題】 

・避難所に至る経路上に浸水想定地域がある場合、円滑な避難に支障をきたすおそれが

あります。 

¯

0 0.5 10.25
km

図 34 浸水時の避難所 

凡例

!! 浸水時の避難所

!! 福祉避難所
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④地域集合場所 

  

【現況】 

・地域集合場所1は、平成 19 年時点では 194 か所設定されており、区内のほぼすべての

町会・自治会（休会中のものを除く）で地域集合場所が設定されています。 

・区の概ね全域が地域集合場所から 500m 圏内に含まれている状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「港区防災マップ」（港区）を基に作成 

 

 

                                                 
1 地域集合場所：広域避難場所への集団避難のために地域住民が一時的に集合する場所 

 

【課題】 

・地域集合場所が災害リスクの高い地域にある場合、被災のおそれがあります。 

¯

0 0.5 10.25
km

図 35 地域集合場所 

凡例

! 地域集合場所
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⑤災害応急対応の拠点  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「港区地域防災計画」（港区，平成 25 年）を基に作成 

 

 

 

 

 

【現況】 

・災害応急対応の拠点として区役所と５か所の総合支所及び保健所が１か所あります。

また、警察署が５か所、消防署が４か所あります。救急病院は区内に７か所あります。

【課題】 

・災害時に施設が使用不能となった場合には、応急対応に支障をきたすおそれがありま

す。 

¯

0 0.5 10.25
km

図 36 災害時応急対応のための拠点施設 
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⑥防災備蓄倉庫 

 

【現況】 

・防災備蓄倉庫は、平成 22 年時点で 102 か所（総面積は約 10,000 ㎡）あります。そ

のうち、民間建築物は 45 か所となっています。 

・東日本大震災では、一部の防災備蓄倉庫の設置場所が分かりにくい、もしくは使い

にくい場所であったことなどから備蓄物資の利用が円滑にできなかった事例がみら

れました。 

 

 

⇒課題：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「港区地域防災計画」（港区，平成 25 年）を基に作成 

 

 

【課題】 

・災害時に施設が使用不能となった場合には、被災者支援に支障をきたすおそれがあり

ます。 

凡例

! 防災備蓄倉庫
¯

0 0.5 10.25
km

図 37 防災備蓄倉庫 
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（６）重ね合わせ分析 

区内における自然災害や災害に対するぜい弱性に関する情報を重ね合わせ、主な特徴を

整理すると以下のとおりです。 

 

【①浸水リスクが高い地域と地下空間等】 

・浸水リスクが高い地域の地下空間等では、大きな浸水被害を受けるおそれ

があります。 

【②災害リスクが高い地域と災害時応急対応拠点】 

・災害リスクが高い災害時応急対応拠点では、被災により施設が使用不能と

なるおそれがあります。 

【③消防関連施設の配置状況と延焼危険度の高い市街地】 

・延焼危険度（焼失棟数）が高い地域において、消火用水槽や受水槽を活用

できないことにより迅速な初期消火に支障をきたすおそれがあります。 

【④延焼危険度と地域集合場所・避難所】 

・延焼危険度の高い地域にある地域集合場所や避難所では、火災により避難

者の安全が十分に確保されないおそれがあります。 

【⑤浸水リスクと浸水時の避難所（荒川のはん濫）】 

・浸水時の避難所のうち、荒川のはん濫時に周辺が浸水するおそれがある施

設があります。 

【⑥浸水リスクと浸水時の避難所（大雨）】 

・浸水時の避難所のうち、大雨時に周辺が浸水するおそれがある施設があり

ます。 

【⑦建物倒壊危険度と緊急輸送道路】 

・緊急輸送道路沿道の建築物の倒壊により、緊急輸送道路が機能しなくなる

おそれがあります。 
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①浸水リスクが高い地域と地下空間 

  

【現況】 

・低地、谷筋等の集水地形では浸水リスクが高くなっています。これらの地域で低層建

築物や地下空間（地下鉄駅、地下街、地階を有する建築物）、アンダーパス1のよう

な浸水に対してぜい弱な施設があると、浸水により大きな被害を受ける可能性があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「港区浸水ハザードマップ」（港区，平成 21 年）、「港区の土地利用」（港区，平成 25 年）を基に作成 

 

                                                 
1 アンダーパス：鉄道や道路などの下を通る地下道（雨水等が集中し冠水しやすい構造となっている） 

 

【課題】 

・浸水リスクが高い地域の地下空間等では、大きな浸水被害を受けるおそれがあります。 

図 38 浸水リスクが高い地域と地下空間 

¯

0 0.5 10.25
km

凡例

東海豪雨と同様の大雨による浸水深50cm以上

地階を有する建築物

!! アンダーパス

地下駅・地下街

環状２号線
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②災害リスクが高い地域と災害時応急対応拠点 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「港区土砂災害危険箇所図」（平成 13 年度東京都調査による）、「平成 23 年度工作物等基礎調査業務委託報

告書」（港区，平成 24 年）、「液状化シミュレーション結果」（港区，平成 24 年）、「港区浸水ハザードマ

ップ」（港区，平成 21 年）、「港区地域防災計画」（港区，平成 25 年）を基に作成 
 
 

【現況】 

・液状化が発生しやすい地域に避難所があるなど、特に災害リスクが高いとされる地域

に災害時応急対応拠点が存在している地域があります。 

【課題】 

・災害リスクが高い災害時応急対応拠点では、被災により施設が使用不能となり、災害

応急対応に支障をきたすおそれがあります。 

図 39 災害リスクが高い地域と避難所 

¯

0 0.5 10.25
km
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③消防関連施設の配置状況と延焼危険度の高い市街地 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「首都直下地震等による東京の被害想定」（東京都，平成24年）、「港区地域防災計画」（港区，平成25年）

を基に作成 

 

【現況】 

・消火用水槽や受水槽が区内の広い範囲に設置されています。 

【課題】 

・延焼危険度（焼失棟数）が高い地域において、消火用水槽や受水槽を活用できないこ

とにより迅速な初期消火に支障をきたすおそれがあります。 

図 40 消防関連施設の配置状況と延焼危険度の高い市街地 

¯

0 0.5 10.25
km

凡例

! 受水槽

! 消火用水槽

焼失棟数

0棟

0-1棟

1-10棟

10-20棟

20-50棟
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④延焼危険度と地域集合場所・避難所 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「首都直下地震等による東京の被害想定」（東京都，平成24年）、「港区地区別防災マップ」（平成22年）、

「港区防災マップ」（港区）を基に作成 
 
 

【現況】 

・延焼危険度の高い地域に、地域集合場所や避難所があります。 

【課題】 

・延焼危険度の高い地域にある地域集合場所や避難所では、火災により避難者の安全が

十分に確保されないおそれがあります。 

図 41 延焼危険度と地域集合場所・避難所 

¯

0 0.5 10.25
km

凡例

!! 避難所

! 地域集合場所

焼失棟数

0棟

0-1棟

1-10棟

10-20棟

20-50棟
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⑤浸水リスクと浸水時の避難所（荒川のはん濫）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※「港区荒川流域洪水ハザードマップ」（港区，平成 18 年）、「港区浸水ハザードマップ」（港区，平成 21 年）

を基に作成 

 

 

 

 

【課題】 

・浸水時の避難所のうち、荒川のはん濫時に周辺が浸水するおそれがある施設がありま

す。 

【現況】 

・荒川のはん濫による浸水想定区域内に、浸水時の避難所が 3 か所（福祉プラザさくら

川、エコプラザ、プラザ神明）立地しており、荒川のはん濫時の避難誘導に留意が必

要です。 

図 42 浸水リスクと浸水時の避難所（洪水） 

¯

0 0.5 10.25
km

凡例

浸水深

0.0-0.5m

0.5-1.0m

!! 浸水時の避難所
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⑥浸水リスクと浸水時の避難所（大雨） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「港区浸水ハザードマップ」（港区，平成 21 年）を基に作成 

 

 

 

【現況】 

・大雨による浸水想定区域内にある浸水時の避難所が 34 か所あり、大雨時の避難誘導

に留意が必要です。（ただし、浸水データが 50m メッシュの精度であるため、該当

施設が必ずしも危険ではない可能性があります。） 

【課題】 

・浸水時の避難所のうち、大雨時に周辺が浸水するおそれがある施設があります。 

図 43 浸水リスクと浸水時の避難所（大雨） 

¯

0 0.5 10.25
km

凡例

浸水深

0.2m-0.5m

0.5m以上

!! 浸水時の避難所
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⑦建物倒壊危険度と緊急輸送道路 

  

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「首都直下地震等による東京の被害想定」（東京都，平成24年）、「緊急輸送道路網図」（東京都）を基に作成 

 

                                                 
1 第一次緊急輸送道路：応急対策の中枢を担う東京都本庁舎、重要港湾、空港等を連絡する路線 
2 第二次緊急輸送道路：一次路線と区役所、主要な防災拠点（警察、消防、医療等）を連絡する路線 
3 第三次緊急輸送道路：その他の防災拠点（広域輸送拠点、備蓄倉庫等）を連絡する路線 

【現況】 

・緊急輸送道路が通過する地域に建物倒壊危険度の高い地域があります。 

【課題】 

・緊急輸送道路沿道の建築物の倒壊により、緊急輸送道路が機能しなくなるおそれがあ

ります。 

図 44 建物倒壊危険度と緊急輸送道路 

¯

0 0.5 10.25
km

凡例

第一次緊急輸送道路（高速道路）

第一次緊急輸送道路（高速道路以外）

第二次緊急輸送道路

第三次緊急輸送道路

全壊棟数

0-2棟

2-10棟

10-25棟

25-50棟

50-100棟

1 

1 

1 

2 

3 



 55

（７）災害リスクの状況を踏まえた課題 

１）地震災害リスク（津波以外）の状況を踏まえた課題 

・建物倒壊危険度1が高い地域や不燃領域率2が低い地域が一部存在しており、地震により建

物倒壊や延焼被害が発生する可能性があります。 

・安定度の低い急傾斜地（急傾斜地崩壊危険箇所3のうち、区が平成 23 年度に実施した工作

物等基礎調査において、道路、公園に面しているがけ・よう壁等を対象に目視調査した結

果、安定度が中または小と判定した箇所）では、地震や大雨等により、がけ崩れの可能性

が高くなっています。 

・液状化の可能性が高い地点が含まれる範囲4が臨海部を中心にみられ、低層建築物、地下埋

設物、道路等が被害を受ける可能性があります。 

・高層建築物5について、エレベーターの停止等特有の被害を受ける可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 建物倒壊危険度：東京都が、平成 20 年に建物倒壊の危険度を町丁目ごとに測定し、相対評価により１から５に

ランク分けした指標（区内ではランクが「４」となる地域あり（ も危険側のランクは「５」）） 
2 不燃領域率：市街地の延焼性状を評価する指標の一つ（70%未満の場合、延焼の可能性があるとされている） 
3 急傾斜地崩壊危険箇所：「①がけ地の傾斜度が 30 度以上」、「②がけ地の高さが 5ｍ以上」、「③被害想定地

域内に人家や公共施設等が存在する」の 3 つの条件を満たす斜面 
4 液状化の可能性が高い地点が含まれる範囲：区が平成 24 年度に実施したシミュレーション結果より 
5 高層建築物：概ね高さ 31m に相当する 10 階層以上の建築物 

凡例

建物倒壊危険度　４

不燃領域率　70%未満

安定度の低い急傾斜地

液状化の可能性が高い地点が含まれるメッシュ

高層建築物

 

図 45 区内の災害リスク状況（地震災害） 
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２）地震災害リスク（津波）の状況を踏まえた課題 

 

・津波浸水予測区域1では、地階を有する建築物やアンダーパスを中心に浸水による被害

を受ける可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元禄型関東地震（M8.2）が発生し、防潮施設（防潮堤 4・水門・古川の護岸）が損傷によ

り機能不全となり、更に液状化により地盤が 50cm 沈下した場合を想定 

                                                 
1 津波浸水予測区域：元禄型関東地震（M8.2）が発生した場合の、防潮施設機能不全（防潮堤 4、河川護岸損傷、

水門開放）、液状化による沈下 50cm の条件をもとに想定した区域 
2 アンダーパス：鉄道や道路などの下を通る地下道（雨水等が集中し冠水しやすい構造となっている） 

3 堤外地：防潮堤 4よりも海側の地域 
4 防潮堤：台風などによる大波や高潮、津波の被害を防ぐ堤防 

図 46 区内の災害リスク状況（地震災害） 
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３）水害リスクの状況を踏まえた課題 

 

・広い範囲で東海豪雨と同様の大雨による浸水1が想定されます。 

・地階を有する建築物や低層建築物、地下鉄駅、地下街、アンダーパス2等、水害に対して

ぜい弱性が高いと考えられる施設では、特に浸水による被害を受ける可能性があります。 

・標高が低い地域や堤外地3は、高潮4被害の危険性が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 東海豪雨と同様の大雨等による浸水：「港区浸水ハザードマップ」（平成 21 年）より 
2 アンダーパス：鉄道や道路などの下を通る地下道（雨水等が集中し冠水しやすい構造となっている） 
3 堤外地：防潮堤 5よりも海側の地域 
4  高潮：台風等の来襲により海水面が平常より著しく高くなる現象 
5 防潮堤：台風などによる大波や高潮、津波の被害を防ぐ堤防 

 

図 47 区内の災害リスク状況（水害） 
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（１）区・区民・事業者による連携 

１）地域協働による物資の備蓄が必要  

東日本大震災の発生時に、防災備蓄倉庫が備蓄品の運搬に支障があったことや、必要

な備蓄品が不足していた場所があったことから、防災備蓄倉庫の再配置や備蓄品の適正

配置等に関して検討する必要があります。 

物資の備蓄に際しては、地域全体として必要量を確保できるよう、区・区民・事業者

の連携や役割分担の視点を踏まえて検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）帰宅困難者対策への支援が必要  

帰宅困難者の集中による混乱を防止するため、事業者と連携して、従業員の一斉帰宅

の抑制を図る必要があります。また、帰宅困難者への水・食料等の提供、一時受入れ場

所の提供、交通等の被害情報、避難情報、医療施設に関する情報等の提供について検討

する必要があります。これらの対応は、東京都帰宅困難者対策条例等を踏まえて検討す

る必要があります。 

   
帰宅困難者を想定した防災訓練（品川駅） 

 

３）適切な情報提供が必要 

災害発生時に、正しい情報が入手できないことによる混乱の拡大を防ぐため、情報伝

達手段の多重化を図る必要があります。 

 

防災備蓄倉庫 マンホールトイレ

２－４ 課題の整理 
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（２）地震災害、水害への対応 

１）壊れない、燃えない街づくりが必要  

耐震助成や建替え等によって耐震性、不燃性は向上していますが、一部、耐震性、不

燃性が確保されていない建築物が存在しています。地震による初期被害を低減するため

には、「壊れない・燃えない」街づくりを進めることが重要です。 

液状化については、液状化危険度に関する情報とともに、地質調査の実施や液状化対

策の手法を効果的に周知する必要があります。 

 

２）水害に強い街づくりが必要  

区内には浸水リスクの高い地域があり、護岸、防潮堤1の整備等により、水害の発生を

未然に防ぐ必要があります。 

市街地側でも、下水道の整備、雨水貯留施設、雨水浸透施設の設置や、防水板の設置

等「浸水しにくい」街づくりを進めることが重要です。特に地下空間の入口では、バリ

アフリー化にも配慮した浸水防止措置を実施する必要があります。 

また、集中豪雨等による急傾斜地の斜面崩壊の危険性を把握の上、対策を実施する必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）避難に関する安全性確保が必要  

地震災害、水害、津波等の災害種別ごとに避難所等や避難所等に至る経路の安全性を

確認する必要があります。その際には、区民にとって分かりやすいように避難所等の種

類について整理し、併せて周知する必要があります。 

 

                                                 
1 防潮堤：台風などによる大波や高潮、津波の被害を防ぐ堤防 

雨水貯留槽の内部 区立芝公園の地下に設置された雨水貯留槽 
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（３）災害時における都市活動の維持 

１）重要な災害対策拠点の防災力の向上が必要 

区役所、医療施設等の災害応急対応拠点が、災害発生時にも必要となる機能を発揮し、

災害時の応急・復旧活動が円滑に進められるように、施設管理者と連携して、重要な拠

点施設の優先的な耐震化や浸水対策を行うとともに、ライフライン企業者1と連携して、

重要な拠点施設周辺の埋設管の耐震対策を図る必要があります。 

 

２）ライフライン・道路等の防災力の向上が必要 

区民生活への影響を 小限にするため、施設管理者と連携しながら、上下水道、電力、

ガス、通信等のライフライン2及び緊急輸送道路等の耐震化、液状化対策を図る必要があ

ります。 

 

３）高層建築物特有の課題への対応が必要 

高層建築物では、地震発生時の揺れの増幅や、エレベーターの停止等、高層建築物特

有の課題があることから、高層建築物に関する震災対策について検討する必要がありま

す。 

 

 

                                                 
1 ライフライン企業者：東京都水道局、東京都下水道局、東京電力、東京ガス、NTT 東日本等のライフライン施

設に関する企業者 
2  ライフライン：上下水道、電気、ガス、通信等 


